
 

► 個別相談（転入学の手続き）について 
 

⑴ 個別相談（個別指導型学級入級希望）の申込  
 

・入学・転校を希望される場合は、下記へ電話にて連絡ください。 
                  

 

⑵ 個別相談の実施 
 

・日程調整後、来庁いただき個別相談を行います。 

・はじめに個別指導型学級の概要を説明します。その後、市教育委員会と保 

護者（児童本人）による教育相談にて、個別指導型学級の指導方針と照ら 

し合わせながら、今後のより良い学びの場を検討します。 

・保護者(児童本人)の思いとともに、現在の状況や面談での様子等を踏ま 

 えて、最適な学びの場や支援方法についての相談を実施します。 

 

 

⑶ 個別指導型学級入級申請書の提出 
 

・個別相談後、個別指導型学級への入級を希望する場合は、個別相談の際 

に配布する「入級申請書」を学務課（☎813-007２）へ直接提出してください。 

 
 

 

 

 

 

 

〈担当課〉                            〈場所〉  
教育指導課（☎813-0071）            寝屋川市役所本庁舎 東館２階 
※希望の日程をお伝えください。              （寝屋川市初町１－１） 

 

状況等の把握のため、市教育委員会から現在在籍している学校へ確認を 

行いますので予めご了承ください。（新１年生については可能な限り在籍、保育所・幼稚園等） 

 

＊ 市教育委員会にて「入級者決定協議」を行い転入学（入級）の 
承認の可否を通知します。 


